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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
室内の扉の外壁面に固着具を介して固定される部材が、取付けベース板と、この取付けベ
ース板の基準孔を貫通する解錠用操作軸に一体的に設けられかつ表面に識別情報を含む表
示板をそれぞれカバーするケース状のカバーであり、また、室内側のサムターンの軸部と
室外側の解錠用操作軸とが同一軸上に位置すると共に、前記解錠用操作軸の外端部の周縁
と前記固着具の頭部との間に前記識別情報を外部に見せる表示窓が前記カバーの前壁に形
成されている室内における扉用表示錠に於いて、前記固着具は、その頭部が表示窓の裏側
でかつ前記取付けベース板の前面に形成された横向き凹所内に位置した状態で取付けベー
ス板を扉の外壁面に該外壁面側から固定し、また前記表示板の周端部は前記取付けベース
板の前面を該前面に支持された状態で覆い、さらに前記カバーは係合手段により取付けベ
ース板に結合していることを特徴とする室内における扉用表示錠。
【請求項２】
室内の扉の外壁面に固着具を介して固定される部材が、取付けベース板と、この取付けベ
ース板の基準孔を貫通する解錠用操作軸に一体的に設けられかつ表面に識別情報を含む表
示板をそれぞれカバーするケース状のカバーであり、また、室内側のサムターンの軸部と
室外側の解錠用操作軸とが同一軸上に位置すると共に、前記解錠用操作軸の外端部の周縁
と前記固着具の頭部との間に前記識別情報を外部に見せる表示窓が前記カバーの前壁に形
成されている室内における扉用表示錠に於いて、前記固着具は、その頭部が表示窓の裏側
でかつ前記取付けベース板の前面に形成された横向き凹所内に位置した状態で取付けベー
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ス板を扉の外壁面に該外壁面側から固定し、また前記表示板の周端部は前記取付けベース
板の前面を該前面に支持された状態で覆い、さらに前記カバーは固着手段により取付けベ
ース板に結合していることを特徴とする室内における扉用表示錠。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、室内における扉用表示錠に関する。本発明は、特に、室内のトイレ、個室等
の扉に適用される。
【背景技術】
【０００２】
　図１０は従来の環境説明図で、この環境説明図は、本発明との対比上、概念的に簡略化
している。また、図１１は室内の扉（例えばトイレ）の外壁面から見た外観上の説明図で
ある。図１０及び図１１を参照にして、従来の表示錠の一例を説明する。
【０００３】
　図１０及び図１１に於いて、１は表示錠Ｘが取付けられる引戸又は回転式の室内の扉（
以下、「扉」という）。１ａは扉１の外壁面、１ｂは扉１の内壁面である。扉１の中に仮
想線で示した部材は、デッドボルトや鎌（以下、「施錠片」という）２を意味する。
また、扉１の内壁面１ｂに断面で示した部材は、内側の操作部材（以下、「サムターン」
という）３用の固定筒４である。また、扉１の中に水平棒は、内外の操作部材用の連結軸
５である。この連結軸５の内端部には前記内側のサムターン３が、サムターン駆動部材６
を介して、又は介さないで連結され、一方、連結軸５の外端部には、外側の操作部材（以
下、「解錠用操作軸」という）７が連結される。
【０００４】
　付言すると、サムターン３の軸部３ａ、連結軸５及び解錠用操作軸７は、同軸上に位置
することから、サムターン３又は解錠用操作軸７のいずれかを回転させると、操作部材の
操作力により、施錠片２は、扉１の端面から進退動（施・解錠）する。ここでは、サムタ
ーン駆動部材６は、発明の要旨でないから、全体をボックスで示し、その詳細な説明を割
愛している。
【０００５】
　なお、前記解錠用操作軸７と連結軸５は一つの部材であっても良い。また、サムターン
駆動部材６はあっても、なくても良い。要は、サムターン３の軸部３ａと解錠用操作軸７
とが同一軸上に位置していれば良い。
【０００６】
　さて、扉用表示錠Ｘを構成する主要部は、扉１の外壁面１ａに突出した状態で取付けら
れている（図１１参照）。
【０００７】
　すなわち、１１は扉１の外壁面１ａに複数本の固着具１２を介して固定された円盤状の
取付けベース板で、この中央部には、解錠用操作軸７用の中心孔（基準孔）１３が形成さ
れている。この取付けベース板１１の前面には、例えば表示板用受け突起１１ａが、環状
に周設され、或は複数個の小突起として設けられている。そして、取付けベース板１１の
受け突起１１ａよりもさらに外端部には、前記固着具１２と螺合する取付け孔（通孔、メ
ネジなど）１４が形成されている。この取付け孔１４には固着具１２がそれぞれ貫通又は
螺合する。
【０００８】
　付言すると、浅いケース状のカバー１５は、図１０及び図１１で示すように、上下に位
置する固着具１２等を介して取付けベース板１１に固定されている。つまり、カバー１５
は、「外から」、不番の固着具用貫通孔を介して扉１の外壁面１ａに固定されている。
扉１の外壁面１ａに直接又は取付けベース板１１を介して固定される円形カバー１５は、
その前壁１５ａの通孔の縁３１の同心円状に弧状の表示窓１６を有している。この表示窓
１６からは、解錠用操作軸７に一体的に固定された表示板１８の文字、色彩、図柄等の識
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別情報が見える。
【０００９】
　円形の表示板１８は取付けベース板１１の前面とカバー１５の前壁１５ａの内面との間
に位置し、操作部材３、７と共に回転する。
【００１０】
上記構成に於いて、例えばカバー１５の前壁１５ａは円形であること、カバー１５は、頭
部１２ａが外から見える固着具１２を介して扉１の外壁面１ａに固定されていること、カ
バー１５の通孔の縁３１に嵌合する解錠用操作軸７の外端部７ａはコイン用係合溝（割溝
）を有することから、コインの形状に合わせて比較的外形寸法が大きく形成されているこ
と、固着具１２は解錠用操作軸７の外端部７ａの略真上に位置すると共に、前記外端部７
ａの周縁と固着具１２との間（幅）は短いこと等の理由から、「表示窓１６」並びに「表
示板１８」を大きくすることができなかった。
【００１１】
　したがって、カバー１５を小さくすればするほど、表示窓１６から見える表示板１８の
識別情報が判り難いという問題があった。
【００１２】
　ところで、特許文献１の段落００２０と段落００２１には、「二本の取付管１１・１２
は、ドア１の厚み方向を貫通して室内側にのびており、その他端側のネジ孔に、サムター
ン５を取り付ける図示しない取付けネジが取り付けられている。前記ベース部材１０の凹
部１０ａには、表示プレート１５が後記する回動部材１６で支持されて収納されている」
、と記載されている。
【００１３】
　また、段落００３０には、「そして、カバー部材２３の取付状態では、円形窓孔２３ｂ
を通して前記回動部材１６の頭部１６ａおよび割溝１６ｂがわずかに外部に突出した状態
となっている」、と記載され、さらに、段落００３１には、「しかして、表示錠４の解錠
状態では、表示窓２３ｃを通して前記表示プレート１５の表示シート１７が表示されてい
る。一方、室内側でサムターン５を操作して施錠したときは、回動シャフト２０が同時に
回動するとともにそれと一体で表示プレート１５が回動し、別の表示シート１８が表示窓
孔２３ｃを通して表示される」、と記載されている。
【００１４】
　しかしながら、特許文献１の表示錠の適用の場は、主として玄関扉（屋外から室内に入
る所の扉）であることから、防犯性を考慮して、ベース部材１０が玄関扉の外壁面側（室
外側）から抜き取られないような固定構造となっている。すなわち、ベース部材１０は、
玄関扉の内壁面（サムターン５）側から二本の取付管１１・１２に対してネジ止めされて
いる。
【００１５】
　したがって、室内のトイレ、個室等の扉には適しない。何故ならば、普通一般に、この
種の扉に適用する表示錠は、防犯性を考慮する必要性がない反面、扉の外壁面側から簡単
に取付けることができることや取り外しができることが要望されているからである。特に
、扉の外壁面側から表示錠を取り外しできることは、トイレ等で事故が発生した場合には
重要である。
【特許文献１】特開平１０－８２２１９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明の所期の目的は、室内における扉用表示錠に於いて、扉の外壁面に表示錠を、固
着具を介して固定する場合、仮に、カバーの大きさが、従来のそれと同様であっても、「
表示窓」並びに「表示板」を大きくすることができることである。本発明の第２の目的は
、カバーの前壁の位置が扉の外壁面から極力突出しないことである。その他カバーを取付
けベース板に簡単に結合することができることである。
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【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の室内における扉用表示錠は、室内の扉の外壁面に固着具を介して固定される部
材が、取付けベース板と、この取付けベース板の基準孔を貫通する解錠用操作軸に一体的
に設けられかつ表面に識別情報を含む表示板をそれぞれカバーするケース状のカバーであ
り、また、室内側のサムターンの軸部と室外側の解錠用操作軸とが同一軸上に位置すると
共に、前記解錠用操作軸の外端部の周縁と前記固着具の頭部との間に前記識別情報を外部
に見せる表示窓が前記カバーの前壁に形成されている室内における扉用表示錠に於いて、
前記固着具は、その頭部が表示窓の裏側でかつ前記取付けベース板の前面に形成された横
向き凹所内に位置した状態で取付けベース板を扉の外壁面に該外壁面側から固定し、また
前記表示板の周端部は前記取付けベース板の前面を該前面に支持された状態で覆い、さら
に前記カバーは係合手段により取付けベース板に結合していることを特徴とする。
【００１８】
　また本発明の室内における扉用表示錠は、室内の扉の外壁面に固着具を介して固定され
る部材が、取付けベース板と、この取付けベース板の基準孔を貫通する解錠用操作軸に一
体的に設けられかつ表面に識別情報を含む表示板をそれぞれカバーするケース状のカバー
であり、また、室内側のサムターンの軸部と室外側の解錠用操作軸とが同一軸上に位置す
ると共に、前記解錠用操作軸の外端部の周縁と前記固着具の頭部との間に前記識別情報を
外部に見せる表示窓が前記カバーの前壁に形成されている室内における扉用表示錠に於い
て、前記固着具は、その頭部が表示窓の裏側でかつ前記取付けベース板の前面に形成され
た横向き凹所内に位置した状態で取付けベース板を扉の外壁面に該外壁面側から固定し、
また前記表示板の周端部は前記取付けベース板の前面を該前面に支持された状態で覆い、
さらに前記カバーは固着手段により取付けベース板に結合していることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は、室内における扉用表示錠に於いて、扉の外壁面に表示錠を、固着具を介して
固定する場合、従来の実施例と比較して、「表示窓１６Ａ」並びに「表示板１８Ａ」を大
きくすることができる。また、カバーの前壁の位置が扉の外壁面から極力突出しない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図１乃至図９に示す本発明を実施するための最良の形態（第１実施例）により説
明する。なお、従来例の構成と同一の部分には、同一（又は同様）の符号付して重複する
説明を割愛する。以下、主に異なる事項を中心に説明する。
【００２１】
　（１）取付けベース板１１Ａ
　図１は発明の実施の環境を示す概略説明図である。この図１は従来例の図１０に対応す
る。図２は扉の外壁面から見た外観上の説明図である。したがって、図２は従来例の図１
１に対応する。
【００２２】
　図１と図１０とを対比すると明らかなように、本願発明の固着具１２Ａは、その頭部１
２ａが表示窓１６Ａの裏側に位置した状態で取付けベース板１１Ａを扉１の外壁面１ａに
固定している（相違点１）。
【００２３】
　また、取付けベース板１１Ａの前面には、固着具１２Ａの頭部１２ａが位置する横向き
凹所２１が形成されている。この横向き凹所２１は、図４で示すように、矩形状肉厚の取
付けベース板１１Ａの前面に円形状に形成され、かつ、取付けベース板１１Ａの中心孔１
３に連通している。上下一対の取付け孔１４は、横向き凹所２１の垂直内壁の中心孔１３
を垂直軸方向に通る中央部にそれぞれ形成されている。
【００２４】
　なお、取付けベース板１１Ａのやや肉厚状の環状外周部分２２の表面には、周方向に所
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定間隔を有して小さな受け突起１１ａが設けられている。取付けベース板１１Ａの形状は
、円形、四角形（本実施例）等である。その他、取付けベース板１１Ａに裏面に設けた新
規事項は図面上省略している。
【００２５】
　（２）表示板１８Ａ
　ドーナツ形状の表示板１８Ａは、解錠用操作軸７Ａに不番の係合手段を介して一体的に
設けられている。本願発明の表示板１８Ａは、図１で示すように、取付けベース板１１Ａ
の前面を略覆うような大きさに形成されている（相違点２）。
【００２６】
　また、図４で示すように、表示板１８Ａは、表示ベース板２５と、この表示ベース板２
５の前面に張り付けられた表示シート２６とから成り、前記表示シート２６には、図３で
示すように、周方向に、例えば「使用中、あき」の識別情報が付されている。なお、表示
ベース板２５及び表示シート２６の縁部には、例えばオス・メスの位置決め手段２５ａ、
２６ａが適宜に設けられている。また、表示ベース板２５及び表示シート２６の中央部に
は、解錠用操作軸７Ａ用の不番の通孔が形成されている。
【００２７】
　（３）カバー１５Ａ
　図２と図１１とを対比すると明らかなように、本願発明のケース状カバー１５Ａの前壁
１５ａには、固着具用の取付け孔が形成されていない（相違点３）。したがって、前記前
壁１５ａの表示窓１６Ａを大きく形成することができる（効果）。
付言すると、円形又は角形状（本実施例）の前壁１５ａの中央部に形成された解錠用操作
軸７Ａ用通孔の孔縁３１と前壁１５ａの外縁３２との間（幅）を、従来例のように固着具
１２が存在しない分だけ自由に表示窓して使用することができるから、表示窓１６Ａを大
きく形成することができる。本発明の固着具１２Ａは、前述したように、ケース状カバー
１５Ａの中に位置する。
【００２８】
　（４）カバーの結合構造
　カバー１５Ａは、係合手段３５により取付けベース板１１Ａに結合している。図８はそ
の一例を示す。すなわち、カバー１５Ａの囲い方向の側壁１５ｂの内壁面には、例えばテ
ーパを有する係合突起３５ａが設けられ、一方、前記側壁１５ｂに対面する取付けベース
板１１Ａの側壁１１ｂには、前記係合突起３５ａと係合する係合凹所３５ｂが形成されて
いる。カバーの結合構造が係合手段３５の場合には、「ワンタッチ方式」により、カバー
１５Ａが取付けベース板１１Ａに固定することができる。
【実施例】
【００２９】
　この欄では、念のために、本発明のカバーの結合構造の他の実施例を示す。なお、第１
実施例と同一部分には符号を援用する。
【００３０】
　図９に示す第２実施例のカバーの結合構造は、固着手段３５Ａである。すなわち、カバ
ー１５Ａの囲い方向の側壁１５ｂの内壁面には、固着具３４Ａ用の貫通孔３５ａが形成さ
れ、一方、前記側壁１５ｂに対面する取付けベース板１１Ａの側壁１１ｂには、前記固着
具３４Ａ用のメネジ３５ｂが形成されている。このように構成しても、第１実施例と同一
の目的を達成することができる。
【産業上の利用可能性】
【００３１】
　本発明は、主に建具や錠前の業界で利用される。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
　図１乃至図８は本発明の最良の第１実施例を示す各説明図。図９は本発明の要部を設計
変更した他例を示す説明図、図１０及び図１１は従来例を示す各説明図。
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【図１】本発明の実施の環境を示す概略説明図。
【図２】本発明の扉の外壁面から見た外観上の説明図。
【図３】カバーと表示板の説明図。
【図４】主要部の分解斜視図。
【図５】カバーの正面図。
【図６】図５の６－６線断面図。
【図７】カバーの背面図。
【図８】カバーの結合構造の説明図。
【図９】カバーの結合構造の他例を示す説明。
【図１０】従来例の実施の環境を示す概略説明図。
【図１１】従来例の扉の外壁面から見た外観上の説明図。
【符号の説明】
【００３３】
Ｘ…表示錠、１…扉（扉）、１ａ…外壁面、１ｂ…内壁面、２…施錠片、３…サムターン
、３ａ…サムターンの軸部、４…固定筒、５…連結軸、７…解錠用操作軸、７ａ…操作軸
の外端部、１１、１１Ａ…取付けベース板、１１ｂ…側壁、１２、１２Ａ…固着具、１２
ａ…固着具の頭部、１３…中心孔、１４…取付け孔（貫通状メネジ）、１５、１５Ａ…カ
バー、１５ａ…前壁、１５ｂ…側壁、１６…表示窓、１８、１８Ａ…表示板、２１…横向
き凹所、２２…環状外周部分、２５…表示ベース板、２６…表示シート、２５ａ、２６ａ
…位置決め手段、３１…孔縁、３２…カバーの外縁、３５…係合手段、３５Ａ…固着手段
。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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